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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
吐水ヘッド部を着脱可能に支持する支持部と、前記吐水ヘッド部に接続され、前記支持部
内の挿通部に出し入れ可能に収納された可撓性ホースと、押圧操作可能な操作部と、前記
可撓性ホースより上流側に設けられ前記操作部の押圧操作により開閉する開閉弁を備えた
水栓装置であって、
前記操作部の押圧操作による動力を前記開閉弁に伝達するワイヤーと、前記ワイヤーを収
納するワイヤー収納部を設け、前記操作部から前記開閉弁を遠隔操作可能にし、
前記ワイヤー収納部は、前記支持部内を隔壁により分割構造にすることで形成したことを
特徴とする水栓装置。
【請求項２】
吐水ヘッド部を着脱可能に支持する支持部と、前記吐水ヘッド部に接続され、前記支持部
内の挿通部に出し入れ可能に収納された可撓性ホースと、押圧操作可能な操作部と、前記
可撓性ホースより上流側に設けられ前記操作部の押圧操作により開閉する開閉弁を備えた
水栓装置であって、
前記操作部の押圧操作による動力を前記開閉弁に伝達するワイヤーと、前記ワイヤーを収
納するワイヤー収納部を設け、前記操作部から前記開閉弁を遠隔操作可能にし、
前記ワイヤー収納部は、前記可撓性ホースが収納される可撓性ホース収納部と前記ワイヤ
ー収納部を形成したスペーサを前記支持部内に挿入したことを特徴とする水栓装置。
【請求項３】
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前記開閉弁を収納する開閉弁部があり、前記開閉弁部には、給水源から前記可撓性ホース
と前記吐水ヘッド部へ給水する給水管と、前記可撓性ホースとを接続する各々の接続部を
備えたことを特徴とする請求項１または２の何れか１項に記載の水栓装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、操作部の押圧操作により開閉弁を開閉する水栓装置に係り、特に開閉弁を遠
隔操作する水栓装置に関する発明である。 
【背景技術】
【０００２】
　従来、吐水ヘッド部に可撓性を有する可撓性ホースを接続するとともに、吐水ヘッド部
を支持部に着脱自在に取付けられ、使用者の使いやすさから吐水ヘッド部に吐水、止水で
きる手元操作部を設けた水栓装置がある。
　上記水栓装置の構造の一つとして、主水路を内部に有するシャワーヘッド（吐水ヘッド
部）に可撓性ホースを接続し、可撓性ホースの上流側に主水路の開閉用の主弁を設け、主
弁を閉弁方向に押圧する背圧室に連通し、通水量変化によって背圧室内の圧力を変化させ
て主弁の開閉制御を行うパイロット水路及びパイロット弁を設け、更にシャワーヘッド（
吐水ヘッド部）にはパイロット弁を開閉する吐止水操作部を設けたものがある。（例えば
特許文献１参照）
　上記構造の水栓装置では、主水路内に可撓性を有するチューブでパイロット水路を形成
しているため、可撓性ホースの取付け状態や、可撓性ホースの抜差し動作によってチュー
ブが折れ曲がりパイロット水路内の水が吐出されにくくなって、主弁の開閉が充分に行わ
れず、シャワーヘッド（吐水ヘッド部）から吐水できなかったり、止水するまでに時間を
要するといった問題がある。
【０００３】
　また、主水路内にパイロット水路を設けているため、圧力損失が発生してシャワーヘッ
ド（吐水ヘッド部）からの吐水量に影響を与えることになる。吐水量を確保するとした場
合、主水路の内径を大きくする必要があるが、その場合、シャワーヘッド（吐水ヘッド部
）や可撓性ホースが肥大化して意匠性にも影響を与えるといった問題がある。

【特許文献１】特開２００１－９５７１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたもので、手元操作部から遠隔に備えられ
た開閉弁を確実に開閉できる水栓装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
上記目的を達成するために請求項１記載の発明によれば、吐水ヘッド部を着脱可能に支持
する支持部と、前記吐水ヘッド部に接続され、前記支持部内の挿通部に出し入れ可能に収
納された可撓性ホースと、押圧操作可能な操作部と、前記可撓性ホースより上流側に設け
られ前記操作部の押圧操作により開閉する開閉弁を備えた水栓装置であって、
前記操作部の押圧操作による動力を前記開閉弁に伝達するワイヤーと、前記ワイヤーを収
納するワイヤー収納部を設け、前記操作部から前記開閉弁を遠隔操作可能にし、前記ワイ
ヤー収納部は、前記支持部内を隔壁により分割構造にすることで形成したことを特徴とし
た。
これにより、可撓性ホースの取付け状態や抜差しによってワイヤーと可撓性ホースが干渉
することがなく、操作部の押圧操作による動力を開閉弁に確実に伝達して開閉弁を開閉し
、吐水ヘッド部からの吐水、止水を確実に行うことができる。
　また、開閉弁が可撓性ホースより上流に設けられることにより、操作部により止水操作
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した場合に可撓性ホースに水圧がかからないことから、可撓性ホースの破損防止になる。
　さらに、支持部と一体的に形成することで、ワイヤー収納部を安価に形成することがで
きる。
【０００７】
また、請求項２記載の発明によれば、吐水ヘッド部を着脱可能に支持する支持部と、前記
吐水ヘッド部に接続され、前記支持部内の挿通部に出し入れ可能に収納された可撓性ホー
スと、押圧操作可能な操作部と、前記可撓性ホースより上流側に設けられ前記操作部の押
圧操作により開閉する開閉弁を備えた水栓装置であって、
前記操作部の押圧操作による動力を前記開閉弁に伝達するワイヤーと、前記ワイヤーを収
納するワイヤー収納部を設け、前記操作部から前記開閉弁を遠隔操作可能にし、前記ワイ
ヤー収納部は、前記可撓性ホースが収納される可撓性ホース収納部と前記ワイヤー収納部
を形成したスペーサを前記支持部内に挿入したことを特徴とした。
これにより、可撓性ホースの取付け状態や抜差しによってワイヤーと可撓性ホースが干渉
することがなく、操作部の押圧操作による動力を開閉弁に確実に伝達して開閉弁を開閉し
、吐水ヘッド部からの吐水、止水を確実に行うことができる。
　また、開閉弁が可撓性ホースより上流に設けられることにより、操作部により止水操作
した場合に可撓性ホースに水圧がかからないことから、可撓性ホースの破損防止になる。
　さらに、ワイヤー収納部、可撓性ホース収納部を容易に形成、組立てることができる。
【０００８】
また、請求項３記載の発明によれば、前記開閉弁を収納する開閉弁部があり、前記開閉弁
部には、給水源から前記可撓性ホースと前記吐水ヘッド部へ給水する給水管と、前記可撓
性ホースとを接続する各々の接続部を備えたことを特徴とした。
これにより、開閉弁部を水栓本体とは別体とすることができ、水栓本体をコンパクトにす
ることができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、手元操作部から遠隔に備えられた開閉弁を確実に開閉できる水栓装置
を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の実施形態による水栓装置について説明する。
　図１は、本発明の第一実施形態における水栓装置の正面図、図２は本発明の第一実施形
態における水栓装置の側面図を示した図である。図３は本発明の第一実施形態における水
栓装置の断面側面図である。図４は本発明の第一実施形態における開閉弁部の断面図であ
る。
　図１乃至図４に示すように本発明の第一実施形態における水栓装置１００は、吐水温度
、吐止水ならびに吐水量の調整を単一の操作レバー１０１で操作するいわゆるシングルレ
バー混合栓であって、その構成は、主としてシングルレバー混合栓を構成する先端に湯水
を吐水する吐水ヘッド部１２０を着脱可能に支持する支持部１１０と、吐水ヘッド部１２
０に接続される可撓性ホース１０２と、可撓性ホース１０２の上流側に設けられた開閉弁
９０２を収納する開閉弁部９００と、開閉弁９０２を開閉操作する操作部１３０と、操作
部１３０の押圧操作による動力を開閉弁９０２に伝達するワイヤー１０３で構成されてい
る。
【００１１】
　支持部１１０は、後述する吐水ヘッド部１２０が着脱自在に取付けられ、水栓装置１０
０の本体１０４に対して自在に所定の範囲を回動するものである。
　支持部１１０は、金属又は樹脂で略Ｔ字形状に形成され、本体接続部１１１と可撓性ホ
ース１０２の挿通部である収納部１１２からなり、内部は空洞状になっている。そして、
本体接続部１１１には、水栓装置１００を構成する本体１０４が挿入され、収納部１１２
の内部には、後述する可撓性ホース１０２、ワイヤー１０３が挿入される。
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　収納部１１２の上部には可撓性ホース１０２の挿通される空間とは隔壁１１３によって
区画され、ワイヤー１０３が収納されるトンネル状のワイヤー収納部１１４が設けられて
いる。
　また、支持部１１０の収納部１１２の先端上方には操作部１３０が収容される操作部収
納部１１５が設けられ、先端下方には吐水ヘッド部１２０が着脱自在に取付けられる支持
部１１６が設けられている。
【００１２】
　吐水ヘッド部１２０は、主として内部に通水路１４１を形成したヘッド本体１２１と、
中央に開口する単一の吐水孔１２２Ｂが形成され、吐水孔１２２Ｂの周囲には、吐水孔１
２２Ｂの直径よりも小さい直径を有する複数の散水孔１２２Ａが形成された散水板１２２
と、吐水ヘッド部１２０における吐水状態をシャワー状態または非シャワー状態に切り替
える切替スイッチ１２３で構成されている。切替スイッチ１２３を押圧操作することによ
り、複数の散水孔１２２Ａのみからシャワー状の吐水を行う設定と、単一の吐水孔１２２
Ｂのみから太くて一本状となる非シャワー状の吐水を行う設定に切り替えることができる
ように構成されている。
　また、ヘッド本体１２１の支持部側端部１２４には、後述する可撓性ホース１０２が通
水可能に接続されるとともに、支持部１１０に設けられた支持部１１６と着脱自在に嵌合
される接続部１２４Ａが設けられている。
【００１３】
　可撓性ホース１０２は、柔軟なステンレス製のさや管と、その内側に挿入された柔軟な
樹脂あるいはゴム製の通水管から構成された周知のものである。可撓性ホース１０２は、
一方を前記吐水ヘッド部１２０のヘッド本体１２１に通水可能に取付けられ、支持部１１
６のハンドシャワー支持部材１０５、支持部１１０内部の空間を通り、流し台や洗面化粧
台のキャビネット内で他方を後述する開閉弁部９００に通水可能に取り付けられている。
【００１４】
　図４に本発明の開閉弁の断面側面図を示す。
　開閉弁９０２は、主弁部９１０と、この主弁部９１０の開閉を司るパイロット弁部９２
０から構成されている。図４に、開閉弁９０２での水の流れを矢印で示す。
　主弁部９１０はいわゆるダイヤフラム弁であって、一次側（主弁部９１０より上流側）
に面する部分に一次圧流入口９１１、二次側（主弁部９１０より下流側）に面する部分に
圧力開放穴９１２が設けられ、ダイヤフラム弁９１３の片面はダイヤフラム弁座９１４と
対峙し、ダイヤフラム弁座９１４とは反対の面側には圧力室９１５が形成される。前記圧
力開放穴９１２はパイロット弁のパイロット弁座９１６および弁口９１７を形成し、パイ
ロット弁体９２１の上下動により圧力室９１５の圧力の制御つまりはこの開閉弁９０２の
開閉を行う。
【００１５】
　パイロット弁部９２０は、パイロット弁体９２１とこのパイロット弁体９２１の位置を
吐水時、止水時に応じて保持する、パイロット弁位置切り替え機構９２２よりなる。
　パイロット弁位置切り替え機構９２２は後述するワイヤー１０３によりワイヤー接続部
材９２３が主弁部９１０の方向に押される度に、パイロット弁体９２１の位置を吐水状態
位置、止水状態位置の切り替えを繰り返す。
　一般にノック式ボールペンのノック機構などで使用される機構でもよいが、本実施例で
は、図４のごとく、ワイヤー接続部材９２３と連動して移動するピン９２４を、開閉弁９
０２に固定した部品９２５上に形成したカム溝（図示しない）上を沿わせる、いわゆるハ
ートカム機構とすることで同様の効果を実現した。
　ハートカム機構の場合、圧力室９１５をシールするシール部材９２６に、往復運動のみ
が作用し、回転運動が作用しないためシール部材９２６への負担が少なく高い信頼性が得
られる。
　一方、上記開閉弁９０２を収納する開閉弁ホルダー９０１は、略Ｙ字形状で開閉弁収納
部９０１Ａ、給水源（図示しない）との接続部である給水源接続部９０１Ｂ、可撓性ホー
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ス１０２との接続部である可撓性ホース接続部９０１Ｃを備えている。そして、開閉弁ホ
ルダー９０１に開閉弁９０２を収納して開閉弁部９００を形成する。
【００１６】
　操作部１３０は、使用者が吐水、止水操作するための押し釦１３１と、押し釦１３１と
支持部１１０の接触を防ぐための樹脂製の押し釦ガイド１３２、後述するワイヤー１０３
と押し釦１３１を接続するための接続部品１３３からなる。そして、押し釦１３１は押し
釦ガイド１３２内を摺動するよう構成されている。
【００１７】
　ワイヤー１０３は細い金属線を編みこんだ周知のものである。ワイヤー１０３の一端は
接続部品１３３を介して押し釦１３１に接続され、パイプ状のさや管１０３Ａに導かれ、
ワイヤー収納部１１４を通り、他端は開閉弁９０２のワイヤー接続部材９２３に接続され
ている。
【００１８】
　ワイヤー接続部材９２３、ワイヤー１０３、接続部品１３３、押し釦１３１はそれぞれ
が接続されているためそれらが相対的に動くことはなく連動する。つまり、押し釦１３１
を押圧操作すればワイヤー接続部材９２３が連動して動き、押圧操作を加えないときには
ワイヤー接続部材９２３がハートカム機構により規制され、連動して押し釦１３１が規制
される。
【００１９】
　次にこれらの部材及び水栓装置の組立て、施工方法について説明する。
　水栓装置１００は、予め本体１０４に支持部１１０、吐水ヘッド部１２０、操作レバー
１０１等が組み立てられている。そして、開閉弁部９００は、上述のとおり、開閉弁９０
２が開閉弁ホルダー９０１内に収納されている。
　施工は、流し台や洗面化粧台の設置面に設けた取付け孔（図示しない）から、給水管１
０７、二次側給水管１０８、可撓性ホース１０２、ワイヤー１０３を挿入し、本体１０４
側を流し台や洗面化粧台に固定した後に、開閉弁部９００に可撓性ホース１０２、ワイヤ
ー１０３を接続し、最後に開閉弁部９００を二次側給水管１０８に接続する。
【００２０】
　次に本発明の水栓装置における吐水、止水操作方法について説明する。
　図３において、押し釦１３１を操作し、接続部品１３３、ワイヤー１０３、ワイヤー接
続部材９２３、押し棒部９２７を介してこの押し棒部９２７先端に設けたパイロット弁体
９２１と主弁９１３に設けたパイロット弁座９１６を当接した場合、圧力室９１５内は一
次圧で満たされ、ダイヤフラム弁９１３はダイヤフラム弁座９１４に着座し、止水状態と
なる。
【００２１】
　一方、押し釦１３１を操作し、接続部品１３３、ワイヤー１０３、ワイヤー接続部材９
２３、押し棒部９２７を介してこの押し棒部９２７の先端に設けたパイロット弁体９２１
とダイヤフラム弁に設けたパイロット弁座９１６を解離した場合、主弁体背面の圧力室９
１５内は開放され、主弁体９１３は弁座９１４から離座し、吐水状態となる。
　以上の開閉弁９０２においては、主弁９１３を直接開閉させないパイロット式の弁であ
るため、押し釦１３１の操作に要する押し力が小さくまた、水圧によらず安定させること
ができ操作性が非常に良い。
　また、押し釦１３１の位置は、ワイヤー接続部材９２３と連動し、ハートカム機構によ
り規制され、止水時には押し釦ガイド１３２にほぼ埋没した状態となり、吐水時には押し
釦１３１は押し釦ガイド１３２の先端側端面から突出した位置を取る。
【００２２】
　本形態においては、開閉弁９０２をワイヤー１０３を介して開閉することができるので
遠隔操作が可能になる。また、ワイヤー収納部１１４によりワイヤー１０３と可撓性ホー
ス１０２が干渉することを防ぐことができるため、可撓性ホース１０２の取付け状態や抜
差しによらず、操作部１３０の押圧操作による動力を開閉弁９０２に確実に伝達して開閉
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弁９０２を開閉し、吐水ヘッド部１２０からの吐水、止水を確実に行うことができる。ま
た、開閉弁９０２が可撓性ホース１０２の上流側に配置されていることから、操作部１３
０により止水操作する場合、可撓性ホースに水圧がかからないことから、可撓性ホース１
０２の破損防止になる。
【００２３】
　図５は本発明の第二実施形態における水栓装置の断面側面図である。
　図５に示すように本発明の第二実施形態における水栓装置２００は、ワイヤー収納部が
第一実施形態と異なり、可撓性ホース１０２が収納される可撓性ホース収納部２０１とワ
イヤー収納部２０２を形成したスペーサ２１０を支持部１１０内に挿入したものとなって
いる。ここでは、第二実施形態の第一実施形態とは異なる部分のみを説明し、同一の構成
要素の説明は省略する。
【００２４】
　本実施形態におけるスペーサの外観を図６に示す。図６（ａ）はスペーサを支持部に設
置する場合の支持部１１６側から見た斜視図であり、図６（ｂ）は本体接続部１１１側か
ら見た斜視図である。スペーサ２１０は、柔軟かつ摺動製の良い樹脂製で、支持部１１０
の内部断面とほぼ同一形状の複数の平面２１１が、梁２１２により接続されたような一体
形状となっている。各平面２１１には可撓性ホース１０２が収納される可撓性ホース収納
部２０１を支持部１１０の内面とで形成する切欠部２１１Ａ、ワイヤー収納部２０２を支
持部１１０の内面とで形成する切欠部２１１Ｂが設けられている。
【００２５】
　スペーサ２１０は、支持部１１０内部に本体１０４側から挿入され、支持部１１０外側
からねじ込まれたねじ１０９により固定される。
【００２６】
　可撓性ホース１０２は、スペーサ２１０の各平面２１１の切欠部２１１Ａと支持部１１
０の内面とで形成された可撓性ホース収納部２０１を通され、ワイヤー１０３は、スペー
サ２１０の各平面２１１の切欠部２１１Ｂと支持部１１０の内面とで形成されたワイヤー
収納部２０２に通されている。
　このような構成にすることでワイヤー収納部２０２、可撓性ホース収納部２０１を容易
に形成、組立てることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の第一実施形態における水栓装置の正面図
【図２】本発明の第一実施形態における水栓装置の側面図
【図３】本発明の第一実施形態における水栓装置の断面側面図
【図４】本発明の第一実施形態における開閉弁部の断面図
【図５】本発明の第二実施形態における水栓装置の断面側面図
【図６】本発明の第二実施形態におけるスペーサの斜視図
【符号の説明】
【００２８】
　　　１００，２００…水栓装置
　　　１０２…可撓性ホース
　　　１０３…ワイヤー
　　　１１０…支持部
　　　１１２…収納部（挿通部）
　　　１１３…隔壁
　　　１１４，２０２…ワイヤー収納部
　　　１２０…吐水ヘッド部
　　　１３０…操作部
　　　２１０…スペーサ
　　　９００…開閉弁部
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　　　９０１Ｂ…給水源接続部
　　　９０１Ｃ…可撓性ホース接続部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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